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税 務 相 談
会社、商店等の経営、経理問題
や、税務の問題について。専門の
税理士が相談に応じます。お気軽に
どうぞ。相談日…毎週金曠日/
午後1時～4時。区役所( 1階)
区民相談室。料金無料。

中
島
根
・
平
野
・
桑
袋

五
月
に
三
保
育
園
が
オ
ー
プ
ン

園
児
を
募
集
し
ま
す

足
立
区
で
は
年
々
人
口
か
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
共
働
き
の
家
庭
も
増
え
て
、
保
育
園

増
設
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
区
で
は
こ
の
要
望
に
こ
た
え
る
た
め
、
保
育
園
建
設

を
進
め
て
い
ま
す
が
、
来
た
る
五
月
に
三
つ
の
保
育
園
を
開
設
す
る
予
定
で
す
。

ふ
え
る区

立
保
育
園

区
で
は
、
共
働
き
な
ど
の
た
め
、
保

胥
が
必
要
な
お
子
さ
ん
を
入
所
さ
せ
る

た
め
の
保
育
園
を
区
内
各
地
に
建
設
巾

で
す

。
本
年
五
月
一
日
に
は
次
の
保
育

園
(
三
か
所
)
が
開
設
さ
れ
る
運
ぴ
に

な
り
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
区
立
保
育
園
は
こ
の
新
黔

保
育
園
三
か
所
を
含
め
て
四
十
六
か
所

と
な
り
ま
す
。

◇
中
島
根
保
育
園
(
仮
称
)

所
在
地

鳥
根
こ一
三
三
-
二

保
育
定
員

百
五
十
名

◇
平
野
保
育
園
(
仮
祢
)

所
在
地

平
野
三
1
一
(
-
一

保
育
定
員

百
名

◇
花
畑
桑
袋
保
育
園
(
仮
称
)

所
在
地

花
畑
町
五
六
七
〇

保
育
定
員

百
名

5月開園めざして建設も急ピッチ( 中島根保育園)

園
児
募
集

こ
れ
ら
の
新
設
保
育
園
の
園
児
を
次

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

申
込
み
期
間
　
一
月
二
十
一
日
(
月
)
　

ヱ

ー月
十
二
日
(
火
)
ま
で
。

な
お
、
そ
の
他
の
一
般
の
保
育
園
に

つ
い
て
は
、
元
日
考
で
匐
知
ら
せ
し
ま

し
た
が
、
一
月
三
十
一
日
で
申
込
み
を

締
切
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
み
先
　
あ
な
た
の
お
住
ま
い
の
圸

域
を
所
管
す
る
襌
祉
事
務
所
へ

○
足
立
褊
祉
事
務
所

千
住
柳
町
十
二

―
五

　
(
八
八
-
三
一
四
一

〇
中
部
福
祉
事
務
所

関
原
二
丁
目
一

〇
一

一
〇

　
八
(
九
-
一
四
(
一

〇
東
都
福
祉
事
務
所

東
綾
瀬
一
丁
目

五
―
十
七

　
六
〇
五
-
七
一
〇
五

〇
西
部
福
祉
事
務
所

鹿
浜
二
丁
目
二

十
四
―
二

　
(
九
七
一
五
〇
一
一

用
意
す
る
も
の

①
印
か
ん

②
次
の
該
当
す
る
書
類

全
部

○
昭
和
四
十
(
年
度
分
特
別
区
民
税
額

の
わ
か
る
も
の
(
例
…
納
税
通
知
書

・
特
別
徴
収
通
知
書
・
課
税
証
明
書

な
ど
)

○
昭
和
四
十
(
年
分
所
得
税
額
の
わ
か

る
も
の
(

例
―
納
税
通
知
一

、
源
泉

徴
収
禀
、
確
定
申
告
一
の
控
な
ど
)

た
だ
し
、
四
十
(
年
分
か
未
確
定

の
場
合
は
四
十
七
年
分
の
も
の
。

○
昭
和
四
十
(
年
度
分
固
定
賢
産
税
額

の
わ
か
る
も
の
(
土
地
、
家
屋
を
お

持
ち
の
方
の
み
)

く
わ
し
く
は
。
各
福
祉
事
務
所
へ
お

た
す
ね
く
だ
さ
い
。

な
お
、
中
鳥
根
保
育
園
(
仮
称
)
　

は
、
生
後
膺
六
か
月
を
経
過
し
た
乳

児
か
ら
保
育
し
ま
す
。

幼
稚
園
類
似
施
設

(
未
公
認
幼
稚
園
)

園
児
父
兄
に
補
助
金

足
立
区
で
は
、
さ
き
に
私
立
幼
稚
園

圜
児
の
父
兄
の
方
々
の
保
育
料
な
ど
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
補
助
を
行
な

い
ま
し
た
が
、
幼
稚
園
類
似
の
幼
児
施

設
の
園
児
父
兄
に
も
同
様
の
補
助
金
を

交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

こ
の
補
助
金
は
年
間
十
二
か
月
分
を

前
後
期
の
二
回
に
わ
け
て
支
給
し
ま
す

が
、
今
回
は
前
期
分
と
し
て
四
月
～
九

月
の
六
か
月
分
を
支
給
し
ま
す

。

補
助
金
を

受
け
ら
れ
る
父
兄

▼
昭
和
四
十
(
年
四
月
一
日
以
降
、
足

立
区
の

住
民
票
に
配

載
さ
れ
て
い
る

方
、
ま
た
は
記
載
さ
れ
て
い
た
方
。

▼
幼
稚
園
頬
似
施
設
に
在
幡
し
、
昭
和

四
十
(
年
四
月
一
日
現
在
で
濟
五
歳
、
満

四
繊
に
な
っ
て
い
る
幼
児
の
父
兄

〇
幼
児
年
齢

満
四
窮
昭
和
四
十
二
年
四
月
二
日

生
れ
か
ら
昭
和
四
十
三
年
四
月
一

日
生
れ
ま
で

灣
五
歳

昭
和
四
十
三
年
四
月
二
日

生
れ
か
ら
昭
和
四
十
四
年
四
月
一

日
生
れ
ま
で

▼
申
請
日
現
在
、
保
育
料
(
四
月
分
か

ら
九
月
分
ま
で
)
を
完
納
し
て
い
る
方

補

助

金

の

額

五
歳
児
一
人
に
つ
き
月
甑
二
千
円

四
歳
児
一
人
に
つ
き
月
額

千
円

申
請
の
方
法

幼
児
の
在
籍
す
る
施
設
の
所
在
か
足

立
区
内
か
区
外
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
よ
う
に
方
法
か
異
な
り
ま
す
。

●
区
内
の
砲
設
に
在
籍
し
て
い
る
場
合
　

一
切
の
牟
・続
は
、
圜
で
処
理
し
ま
し

た
の
で
今
回
の
手
続
は
不
要
で
す
。

た
だ
し
後
期
分
は
二
月
中
に
手
桃
き
を

と
り
ま
す
の
で
圜
か
ら
の
連
絡
を
待
っ

て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
区
外
の
施
設
に
在
籍
し
て
い
る
場
合
　

次
の
も
の
を
添
え
て
佃
人
で
区
役
所

に
申
請
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
請
に
必
裏
な
も
の

在
籍
証
明
一

・
保
育
料
納
入
濟
証

明
S
ま
た
は
領
収
書
・
印
嶝
・
預

金
通
帳
の
番
号

申
請
期
限
(
前
期
分
)

昭
和
四
十
九
年
一
月
二
十
五
日
ま

で
、
後
期
分
は
二
月
下
旬
受
付

●
住
所
を
移
転
し
た
場
合

足
立
区
に
在
住
し
て
い
た
期
間
ま

た
は
在
住
し
て
い
る
期
間
に
つ
い

て
申
隋
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
用
紙
類

区
役
所
四
階
総
務
係
に
備
え
て
あ

り
ま
す
。

国民年金・5 年年金の再開

ご年配の方も

今なら加入できます
こ
の
た
び
、
年
金
法
の
大
幅
改
正
か

行
な
わ
れ
、
い
ま
ま
で
国
民
年
金
に
入

っ
て
い
な
か
っ
た
ご
年
配
の
方
も
加
入

で
き
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
申
込
み
を

受
付
け
て
い
ま
す
。

い
ま
ま
で
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ

と
の
な
い
方
。
涌
去
に
十
年
年
金
、
年

年
金
に
加
入
し
途
中
で
や
め
た
ま
ま
の

方
は
、こ
の
機
会
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。

ご
年
配
の
方
の
加
入
は
、
こ
れ
が
最

終
の
機
会
で
す
。

▽
加
入
で
き
る
方

明
治
三
十
九
年
四
月
一
百

～
明
冶
四

十
四
年
四
月

】白
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
加
入

で
き
ま
せ
ん
。

○
現
に
公
的
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方

○
国
民
年
金
卆
厚
生
年
金
な
ど
の
公
的

年
金
を
受
け
て
い
る
方
お
よ
び
こ
れ

ら
の
年
金
を
受
け
る
賢
格
の
あ
る
方

▽
加
入
申
込
期
間
　
昭
和
四
十
(
年
十

月
一
日
か
ら
昭
和
四
十
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

▽
加
入
期
間
　
五
年
間
(
昭
和
四
十
五

年
六
月
か
ら
昭
和
苙
十
年
五
月
ま
で

の
保
険
科
を
納
め
る
)

▽
保
険
料
　
一
か
月

九
百
円

▽
納
付
方
法
　
昭
和
四
十
五
年
六
月
か

ら
加
入
申
込
の
前
月
ま
で
の
分
に
つ

い
て
は
、
昭
和
五
十
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
に
納
入
す
る
こ
と
か
で
き

ま
す
。

▽
年
金
額
　
年
韻
九
万
六
千
円
(
月
額

八
千
円
)

が
生
鰹
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
支
給
要
件
　
保
険
料
納
付
済
期
間
が

五
年
に
達
し
た
後
に
六
十
五
戚
に
な

っ
た
と
き
「
ま
た
は
六
十
五
戚
に
達

し
た
後
に
納
付
済
期
間
が
五
年
に
な

っ
た
と
き
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
加
入
申
込
場
所
　
区
役
所
国
民
年
金

諌
(
二
階
)

▽
持
参
す
る
も
の
　
印
鑑

※
い
ま
ま
で
に
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入

し
た
こ
と
の
あ
る
方
は
、
加
入
期
間
な

ど
を
よ
く
調
べ
て
お
い
で
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

保
険
料
の
免
除
、
繰
上
げ
府

求
等
は
適
用
に
な
り
ま
せ
ん

。
閧
合
わ

せ
は
国
民
年
金
課
濔
用
係
へ
ど
う
ぞ
。

老
齢
特
別
給
付
金
の
請
求
手
続
き

お
す
み
に
な
り
ま
し
た
か

本
年
一
月
か
ら
発
足
す
る
老
齢
特
別

給
付
金
の
鋳
求
柴
受
付
け
て
い
ま
す
。

ま
だ
お
す
み
で
な
い
方
は
、
お
早
め
に

手
桃
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

請
求
で
き
る
方
　
明
冶
三
十
七
年
一
月

二
日
圭
二
十
九
夘
四
月

】日
ま
で
に

生
ま
れ
た
日
本
国
民

公
的
年
金
受
給
に
よ
る
支
給
制
限

(
一
)
年
金
・
普
通
陬
給
・
退
職
年

金
な
ど
を
、
年
額
十
万
円
以
上
受
け

て
い
る
方
は
、
支
給
か
停
止
さ
れ
ま

す
。

(
二
)
戦
争
公
務
に
よ
る
扶
助
科
・
遺
族

年
金
な
ど
は
、
旧
軍
人
の
階
級
が
少

佐
相
当
以
上
の
場
合
、
支
給
が
停
止

さ
れ
ま
す
。

所
得
に
よ
る
支
給
制
限

本
人
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
の
う
ち

だ
れ
か
が
一
定
限
度
を
こ
え
る
所
得
が

・
あ
る
場
合
『
支
給
か
停
止
さ
れ
ま
す
。

く
わ
し
い
こ
と
は

国
民
年
金
課
給
付
係
へ
ど
う
ぞ
。

あなたも区政モニターに
応募しませんか?

四
十
七
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
区
政
モ
ニ
タ
ー

制
度
も
、
来
年
度
で
三
年
目
を
迎
え
ま
す
。
こ

の
制
度
は
、
区
民
の
方
々
の

ご
意
見
や
情
報
を
区
政
に
反

映
さ
せ
、
区
政
の
推
進
に
役

立
て
よ
う
と
い
う
の
が
目
的

で
す
。

モ
ニ
タ
ー
の
仕
事

▽
区
か
依
頼
す
る
「
モ
ニ
タ

ー
ア
ン
ケ
ー
ト
」
へ
の
回

答
・
区
政
モ
ニ
タ
ー
連
絡

会
躪
な
ど
へ
の
出
席
・
そ

の
他
施
股
見
学
な
ど
広
聴
業
務
へ
の
協
力

資
格
　
区
内
在
住
で
膺
二
十
歳
以
上
の
方
(
前

回
区
政
モ
ニ
タ
ー
で
あ
っ
た
方
、
公
務
員
の

方
は
除
き
ま
す
)

募
集
人
員
　
五
十
名

謝
礼
　
ア
ン
ケ
ー
ト
ー
回
　

に
つ
き
千
円

応
募
期
限
　
二
月
十
二
日

(
火
)

提
出
書
類
　
区
政
モ
ニ
タ
　

ー
申
込
一

と
簡
単
な
応

募
作
文

申
込
み
　
区
役
所
広
報
課

広
聴
担
当
ヘ
(
ガ
キ
ま

た
は
一

話
で
、
モ
ニ
タ
ー
申
込
書
を
請
求
し

て
く
だ
さ
い
。 区民の声を区政に

休日診療所

区
で
は
、
足
立
区
医
師
会
の
協

力
で
休
日
診
療
所
を
闘
設
し
て
い

ま
す
。

休
日
診
療
は
急
病
の
方

の
た
め
の
も
の
で
す
。そ

れ
以
外
の
方
は
前
日
か
翌

日
に
か
か
り
つ
け
の
医
療

機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

□
千
住
休
日
診
療
所
(
千
住

仲
町
一
五

足
立
区

医
師
会
館
五
階
)
　
(

七
〇
-
○
四
六
一

□
綾
瀬
休
日
診
療
所
(
東
綾
瀬
一

丁
目
五
-
一
七

東
部
区
民
福

祉
セ
ン
タ
ー
地
内
)
　
架
設
中

□
竹
の
塚
休
日
診
療
所
(
竹
の
塚

二
丁
目
二
五
―
ニ
ー

教
育
セ
ン
タ
ー
一
階
東

佩
)
　
(
五
〇
―
(
(

〇
一

▽
診
療
を
行
な
う
日
　
日

噌
日
・
国
民
の
祝
日
・

祝
日
か
日
曜
日
の
場
合

の
翌
日
(
振
替
休
日
)

▽
診
療
時
間
　
各
診
療
所

と
も
午
前
十
時
か
ら
午

後
四
時
ま
で
(
た
だ
し

正
午
か
ら
午
後
}
時
ま
で
は
昼

休
み
で
す
)

区民福祉センター・児童館・老人館 だより

□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
六
〇
五
―
七
一
〇
一

■
趣
味
の
教
室
木
目
込
人
形
教
室
　
一
月
二
十
二
日
(
火
)
午
後

一
時
材
料
費
三
千
五
百
円
か
ら
は
さ
み
・
目
打
・
糊
ふ
き
ん
持

參
文
学
教
室
《
奥
の
細
道
》
一
月
二
十
三
日
(
水
)
午
後
一
時
三

十
分
生
花
教
宣
《
古
流
》
一
月
二
十
五
日
(
金
)
午
前
十
時
材

料
賢
三
百
円
は
さ
み
・
ぞ
う
き
ん
持
参
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
教

寅
一
月
二
十
六
日
(
土
)
午
後
一
時
三
十
分
材
料
費
五
百
五
十

円
カ
y
タ
ー
・
鉄
筆
・
は
さ
み
・
も
の
さ
し
・
裁
ち
台
持
参

■
ま
め
ま
き
大
会
二
月
三
日
(
日
)
午
後
二
時

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

　
(
(
九
-
四
六
六
一

■
子
ど
も
映
画
会
　
一
月
二
十
六
日
(
土
)
午
後
一
時
三
十
分
・
午

後
三
時
…
「蛙
に
な
っ
た
お
ひ
め
さ
ま
」ほ
か

■
た
こ
あ
げ
大
会
　
一
月
二
十
日
(
日
)
午
後
三
時

■
お
年
寄
り
の
行
事
　
(
区
内
在
住
六
十
歳
以
上
の
方
)
S
暹
教
一

一
月
二
十
日
(
日
)
午
後
一
時
定
員
二
十
名
生
花
敵
童
一
月

二
十
五
日
(
金
)
午
後
二
時
受
付
け
は
(
時
五
十
分
か
ら
直
接
事

務
室
へ
(
一
晧
は
九
時
か
ら
)
先
二
十
名

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
八
九
七
-五
〇
一
六

■
子
ど
も
映
画
界
　
一
月
二
十
七
日
(
日
)
午
後
二
時
三
十
分
…
「ピ

ノ
キ
オ
の
宇
宙
大
冒
険
」

■
紙
工
作
　
一
月
三
十
日
(
水
)
午
後
二
時
三
十
分

■
老
人
無
料
健
康
相
談
　
一
月
二
十
二
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十
分

区
内
在
住
六
十
歳
以
上
の
方

定
員
二
十
名

■
お
年
寄
り
と
子
ど
も
の
豆
ま
き
会
　
二
月
三
日
(
日
)
午
前
十
時

・
午
後
二
時
三
十
分

午
後
は
映
画
「
赤
い
風
船
」

□
千
住
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
(
(
ニ
ー
ニ
七
六
五

■
子
ど
も
映
画
界
　
一
月
二
十
七
貝
日
ご
「ア
ル
プ
ス
の
少
女
」

ほ
か
二
月
三
日
(
日
)
…
「セ
ロ
ひ
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
」ほ
か
時

間
は
い
ず
れ
も
午
後
一
時
三
十
分

■
お
年
寄
り
の
行
事
(
区
内
在
住
六
十
歳
以
上
の
方
)
無
科
健
康

相
談

一
月
二
十
二
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十
分

―踊
り
の
教
寵
　

一
月
二
十
三
日
(
水
)
午
前
十
時
三
十
分

指
圧
の
無
料
サ
ー
ビ
ス

一
月
二
十
九
日
(
火
)
午
前
九
時

老
人
将
棋
大
会

一
月
三
十
一

日
(
木
)
午
前
十
時
三
十
分

二
十
九
日
ま
で
受
付

先
着
四
十
名

【
各
教
室
の
申
込
み
は
直
接
各
セ
ン
タ
ー
事
務
室
へ
】

《
各
セ
ン
タ
ー
と
も
教
材
費
を
明
記
し
て
い
な
い
教
室
は
無
料
で
す
》

□
西
伊
興
児
童
館
　
　
　
　

　
(九
七
上
(
九
四
(

■
卓
球
月
例
会
　
一
月
】一
十
六
日
(
土
)
午
後
二
時
申
込
み
は
二

十
五
日
(
金
)
ま
で
事
務
室
へ

■
映
回
会
一
月
二
十
七
日
(
日
)
午
後
二
時
三
十
分
…
「孫
悟
空
」他

■
も
ち
つ
き
大
会
二
月
三
日
(
日
)
午
後
一
時

□
新
田
児
童
館
・
老
人
館
　
　
　
九
匸
〒
三
四一
二

■
老
人
演
芸
会
　
一
月
二
十
日
(
日
)
午
後
一
時
…
手
品
・
映
画
等

■
舞
踏
練
習
　
一
月
二
十
三
日
(
水
)
・
三
十
日
(
水
)
午
前
十
時

■
老
人
将
棋
大
会
　
一
月
二
十
七
日
(
日
)
午
前
十
時
三
十
分
申

珞
み
受
付
け
二
十
五
日
ま
で

定
員
三
十
名

□
千
住
二
丁
目
高
田
家
資
料
展
開
催
中

■
場
所
―
区
立
中
央
図
書
館
郷
土
賢
料
室
　
期
日
―
二
月
末
日
ま
で

《
各
施
設
と
も
月
』
日
・
祝
日
は
休
館
日
で
す
》

区役所の電話882- 1111　第二庁舎889- 6161　足立福祉事務所888- 3141　中部福祉事務所889- 1481　東部相祉事務所605- 7105　西部福祉事務所897- 5011



昭 和49 年1 月20 日 区 の お 知 ら せ 第314 号 ( 2)

家
庭

木
の
成
長
を
う
な
が
す
た
め
に

冬
の
庭
木
の
手
入
れ
法

区
で
は
、
区
内
の
豚
化
推
進
の
た

め
に
、
昨
年
さ
つ
き
・
つ
つ
じ
な
ど

を
一
般
に
配
布
し
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
ら
の
樹
の
成
長
肇
楽
し
み
に
し
て

い
る
ご
家
庭
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
庭
木
は
自
然
の
ま
ま
に
育
っ
た

姿
の
奨
し
さ
も
あ
り
ま
す
が
、

手
入
れ
を
し
な
い
で
放
一
し
て
お
く

と

、
枝
葉
か
伸
ぴ
す
ぎ
木
の
姿

が
く
ず
れ
、
風
通
し
や
、
日
当

り
が
悪
く
な
っ
て
木
の
成
長
が

裏
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を

防
き
木
の
成
長
を
う
な
が
す
に

は
、
成
長
期
間
中
の
手
入
れ
を

避
け
て

、
冬
に
手
入
れ
を
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

手
入
れ
の
仕
方
ほ
ど
自
分
で

や
っ
て
み
な
い
と
具
体
的
に
わ
か
り

に
く
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
反
面

や
っ
て
み
る
と
楽
し
い
も
の
で
す
。

そ
こ
で
、
手
入
れ
の
ポ
イ
ン
ト
を

い
く
つ
か
あ
げ
て
み
ま
し
た
。

手
入
れ
の
ポ
イ
ン

ト

□
主
幹
の
先
は
切
ら
な
い
こ
と

□
枯
枝
・
脚
虫
番
の
枝
・
か
ら
み
枚
(

扠
&
枝
&
が
か
ら
ん
で
い
る
も
の
)

は
切
l
と
る
こ
と

□
槌
長
枝
{
伸
び
す
ぎ
な
杖
}
の
う

ち
不
芻
の
も
の
は
切
l
と
る
ご
と

□
二
本
同
じ
長
さ
の
核
か

で
て
い
麝
畤
は
、
一
本
切

リ
と
る
か
'

め
る

こ
と

□
正
面
か
ら
爽
き
で
て
い

る
枝
は
切
り
と
る
こ
と

□
強
い
枝
は
短
か
く
、
弱

い
枝
は
畏
く
切
り
と
る
こ

と□
切
り
と
る
都
分
は
芽
の
I
j
&
上

と
し
、
芽
の
方
向
を
よ
く
鳬
定
め
て

こ
れ
か
ら
伸
ば
そ
う
と
す
る
方
向
の

芽
を
残
す
こ
と

□
大
枝
を
切
る
時
は
、
幹
と
平
行
に

切
る
こ
と

□
毎
年
同
じ
棚
朋
を

切
ら
ぬ
こ
と

□
切
り
口
か
大
き
い

時
は
、
ク
レ
オ
ソ
ー

ト

ー
コ
ー
ル
タ
ー
ル

な
ど
を
ぬ
る
こ
と

□
ひ
こ
ば
え
(
根
元

か
ら
出
た
枝
)
は
根

元
か
ら
切
る
こ
と

切りとる枝

手
入
れ
す
る
時
期

枷
の
糒
陬
に
よ
り
、
手
入
れ
す
る

時
期
が
輿
な
る
の
で
住
意
を
薺
し
ま

す
。

□
ま
き
・
す
ぎ
な
ど
常
練
樹
の
参
く

は
厳
侭
幼
に
は
、
極
端
な
手
入
れ
を

避
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

□
花
を
咲
か
せ
る
の
が
主
目
的
の
樹

は
花
の
終
っ
た
直
後
に
手
入
れ
す
る

□
か
え
で
・
も
み
じ
な
ど
の
落
葉
樹

は
'

休
眼
期
に
当
る
の
で
、
強

い
手
入
れ
を
し
て
も
比
較
的
衰
弱
の

心
配
は
あ
り
ま
せ
ん

ま
た
、
樹
の
種
類
に
よ
っ
て
毎
年

行
な
う
も
の
と
、
隔
年
あ
る
い
は
三

～
四
年
毎
に
行
な
え
ぱ
よ
い
も
の
と

が
あ
り
ま
す
。

く
わ
し
い
こ
と
は
、
区
役
所
緑
化

係
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

小枝の切り方

足
立の

史
話

日
光
街
道
を
た
ず
ね
て
(
4
0
)

―
―
千
住
四
丁
目
か
い
わ
い
　
そ
の
一―
―

勝
山
準
四
郎

旧
道
も
四
丁
目
ま
で
来
る
と
落
一
い
た
感
じ
か

す
る
。
た
し
か
に
宿
場
時
代
に
も
二
、
三
丁
目
は

旅
客
中
心
の
町
で
あ
っ
た
か
、
四
丁
目
は
ど
ち
ら

か
と
盲
う
と
、
む
し
ろ
近
在
の
農
家
相
手
の
店
が

多
か
っ
た
。
峨
前
ま
で
荷
車
を
迪
る
車
屋
か
あ
っ

た
り
、
屬
の
蹄
鉄
を
打
つ
店
が
あ
っ
た
り
し

て
、
そ
ん
な
名
残
り
を
感
じ
さ
せ
る
町
で
あ

っ
た
。馬

の
顔
哨
き
夜
業
の
蹄
鍜
冶絵

馬

寿

そ
れ
だ
け
に
今
も
町
を
歩
い
て
い
る
と
、

ふ
っ
と
古
い
千
住
か
顏
を
の
ぞ
か
し
て
く
れ

る
。三

丁
ぼ
か
ら
旧
道
を
北
に
進
む
と
こ
の
四

丁
目
で
あ
る
。
町
境
は
昔
は
細
い
野
遭
で
あ

っ
た
。
今
も
東
側
は
そ
の
ま
ま
の
路
地
で
あ

る
か
、
西
側
は
遭
幅
も
拡
げ
ら
れ
て
国
道
ま

で
つ
き
抜
け
て
い
る
。

町
の
長
さ
は
旧
遭
で
百
二
十
閥
程
で
他
の
町
と

変
ら
な
い
。
宿
嵎
の
は
じ
め
は
こ
の
両
側
に
二
十

五
軒
の
百
姓
か
、
宅
地
を
割
当
て
ら
れ
た
。
村
高

二
百
四
十
四
石
余
(
持
田
畑
の
収
獲
t
)
で
、
宿

役
の
伝
馬
二
十
一
疋
分
と
人
足
七
人
分
は
こ
の
二

十
五
軒
が
分
担
し
た
。今
迄
も
度
々
こ
の
伝
'『
役
、

歩
行
役
(
人
足
役
)
に
つ
い
て
は
触
れ
て
き
た
が
、

こ
の
分
担
百
姓
は
一
種
の
名
誉
株
で
、
後
に
な
っ

て
そ
の
屋
敷
を
数
軒
に
分
割
し
た
り
、
貸
地
賢
家

に
し
て
も
、
こ
の
株
主
の
名
義
は
変
わ
ら
な
か
っ

た
し
、
戸
数
も
幕
末
ま
で
不
変
で
あ
っ
た
。

地
子
免
(
宅
地
税
免
除
)
(

十
六
坪
の
恩
典
も

町
役
人
に
選
ぱ
れ
る
の
も
こ
の
家
か
ら
だ
け
で
あ

っ
た
か
ら
、
宿
役
分
担
は
い
わ
ぱ
名
誉
税
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
伝
凡
屋
敷
の
面
影
を
そ
っ
く
り
残
し
て
い

る
の
が
桝
山
家
で
あ
る
。
(
千
住
四
-
七
五
)

街
遭
に
面
し
た
そ
の
細
格
子
遣
り
の
ど
っ
し
り

と
し
た
家
造
り
を
眺
め
て
い
る
と
、
そ
れ
こ
そ
千

住
宿
が
活
き
て
い
る
と
言
う
感
じ
で
あ
る
。

横
山
家
の
母
屋
は
安
政
大
地
震
直
後
の
建
築
で

あ
り
、
又
北
側
の
紙
倉
は
天
保
年
閥
の
建
物
と
言

う
こ
と
だ
か
ら
、
既
に
百
何
十
年
か
経
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
江
戸
の
空
気
の
し
み
こ
ん
だ
年
輪
が

そ
の
普
を
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

同
家
は
代
々
地
紙
問
屋
で
、
障
子
紙
浅
草
紙
を

扱
っ
た
問
屋
と
の
こ
と
で
あ
る
。
織
畑
冢
千
住
図

に
も
こ
の
長
円
寺
参
一

角
に
i

返
紙
謚
百
姓
松

屋
佐
助
」
と
図
示
さ
れ
て
い
る
。
同
家
の
土
間
に

今
も
か
か
っ
て
い
る
「
地
漉
紙
問
屋
」
の
木
一

板

は
山
岡
鉄
太
郎
(
鋏
舟
)
署
名
入
り
で
、
区
内
の
史

科
贋
に
も
そ
の
都
度
出
品
さ
れ
た
名
筆
で
あ
る
。

ま
た
、
玄
関
内
の
太
柱
に
残
る
三
ヶ
所
の
刀
き

ず
は
彰
薦
隊
士
が
敗
走
の
熈
傷
つ
け
た
と
伝
わ
っ

て
い
る
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
千
住
を
語
る
文

化
財
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
保
存
さ
れ
た
い
も
の

で
あ
る
。

尚
当
家
の
先
代
佐
助
氏
は
人
も
知
る
千
住
町
最

後
り
町
畏
で
、
市
郡
併
合
時
に
は
南
足
立
郡
町
村

長
会
長
と
し
て
、
そ
の
推
進
役
と
な
ら
れ
た
方
で

あ
る
。

こ
の
樸
山
家
の
筋
向
い
か
千
住
の
絵
馬
屋
吉
田

で
あ
る
。
(

こ
の
項
つ
づ
く
)

伝馬屋敷の面影を残している横山家

―
応
急
小
口
資
金―

急
に
お
金
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
に

区
で
は
、
忠
一
小
口
資
金
の
賢
付
け

を
忖
な
っ
て
い
ま
す
。
觝
に
お
金
が
必

霽
に
な
っ
た
畔
に
は
、
お
気
軽
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

■

貸

付

対

象

応
急
の
費
用
に
あ
て
る
賢
金
を
必
要

と
し
、
他
か
ら
胴
趨
す
る
こ
と
が
困
難

な
方
で
次
の
要
件
に
あ
て
は
ま
る
方
。

▽
区
内
に
引
続
き
二
か
月
以
上
居
住
し

て
い
る
ご
と

▽
一
定
の
啄
(
が
あ
り
、
鸞
帯
の
ま
計

を
維
持
し
て
い
る
こ
と

▽
区
内
に
一
年
以
上
居
住
し
て
い
る
確

爽
な
連
帯
保
証
人
が
い
る
こ
と

※
な
お
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
貴
付

け
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

□
足
立
区
母
子
応
急
小
口
資
金
ま
た
は

東
京
都
失
業
対
策
事
業
就
労
者
厚
生

賢
金
の
貸
付
け
を
叉
け
て
い
る
方

□
公
務
具
共
済
組
合
そ
の
他
の
共
済
剰

度
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
方

□
法
令
に
基
づ
く
生
活
に
関
す
る
扶
助

を
受
け
て
い
る
方

■

貸

付

条

件

▽
貸
付
額
:
一
三
万
円
以
内

▽
利
子
・・・
無
利
子

▽
返
済
方
法
・・・
貸
付
の
翌
々
月
か
ら
十

か
月
の
均
等
月
賦
償
還

■

貸

付

理

由

次
の
よ
う
な
理
由
の
場
合
に
貸
付
け

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
詼
窖
な
ど
に
よ
り
住
居
や
家
財
に
被

一

審
番
受
け
た
鳩
合

▽
本
人
や
家
族
の
疾
病
、
泰
審
に
よ
り

治
療
を
娶
す
る
場
合

▽
生
醺
必
鰐
品
を
睥
入
す
る
鳩
合

▽
本
人
や
家
族
の
紬
婚
・
出
産
・
就
職

・
就
学
・
葬
拏
な
ど
の
費
用
か
必
要

な
鳩
合

▽
端
綱
圸
の
翦
族
の
冠
蝴
祚
駟
な
ど
で

止
な
釁
え
な
い
旅
行
夸
す
唇
場
合

▽
そ
の
他
貸
付
を
必
要
と
す
る
鳩
合

※
な
お
、
以
上
の
事
項
を
証
明
す
る
書

槊
か
必
要
に
な
り
ま
す
。

■

申

込

用

紙

区
役
所
二
噌
攅
攅
係
・
出
張
所
・
民

生
喬
珮
咆
に
あ
り
ま
气

■
受
付
期
間
と
窓
口

常
气
援
護
係
で
煢
付
け
て
い
ま
す

啝
岬
し
い
こ
と
は
、
区
役
所
讀
攅
係
へ

ど
う
ぞ
。

危
険
物
取
扱
者
・
公
害
防
止
管
理
者

を
め
ざ
す
方
の
た
め
に

講
習
会
を
開
催
し
ま
す

東
京
都
と
都
喀
解
放
同
盟
東
京
都
遮

・
合
会
で
は
、
同
和
対
策
事
業
の
一
環
と

し
て
次
の
講
習
会
を
行
な
い
ま
す
。

危
険
物
取
扱
看
を
め
ざ
す
方
に

▽
目
的―
乙
種
四
類
と
丙
租
の
賢
格
取

得
の
た
め

▽
日
時―
一
月
二
十
三
日
(
水
)
か
ら

二
十
五
日
(
金
)
ま
で

午
後
六
時

か
ら
九
時
ま
で

▽
対
象―
東
京
都
連
足
立
支
部
員
及
び

資
格
を
と
り
た
い
方
。
た
だ
し
乙
種

四
類
希
望
者
は
六
か
月
以
上
の
実
務

縄
験
の
証
明
か
と
れ
る
方
。

▽
定
員―
四
十
名

▽
申
込
み―
一
月
二
十
一
日
ま
で

東
京
都
二
級
公
書
防
止
彎
理
奮

を
め
ざ
す
方
に

▽
日
的―
条
例
で
十
名
以
上
の
工
場
に

置
く
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

防
止
管
理
者
(
二
級
)
の
賢
格
取
得

す
る
た
め

▽
日
時―
二
月
五
日
(
火
)
か
ら
十
八

日
(
月
)
ま
で
の
う
ち
八
日
間
、
午

後
六
時
か
ら
九
時
ま
で

▽
対
象―
東
京
都
遲
足
立
克
郎
賎
及
ぴ

賢
格
を
取
り
た
い
方
。
た
だ
し
二
月

一
日
現
在
膺
二
十
歳
以
上
の
方

▽
定
員―
五
十
名

▽
申
込―
二
月
四
日
(
月
)
ま
で

▽
会
場―
い
ず
れ
も
足
立
動
労
福
祉
会

館
(
中
央
本
町
一
一
一
七
一
一
)

▽
申
込
塘
所―
い
ず
れ
も
左
記
へ

部
落
解
放
同
盟
東
京
都
連
合
会
足
立

支
部
事
務
局
事
巣
都

東
京
都
立
足
立
高
等
職
業
馴
練
校
台

東
分
校

▽
問
い
合
わ
せ―
東
京
都
立
足
立
高
等

職
業
馴
練
校
台
東
分
校

　
(
七
六
1

二
九
六
一

部
落
問
題
理
解

の
た
め
に
(
2
8
)

部
落
解
放
運
動
の
歴
史
(
1
2
)

昭
和
三
十
(
年
五
月
一
日
、
埼
玉

県
狭
山
市
で
、
中
田
善
枝
と
い
う
女

子
高
校
生
が
誘
か
い
殺
害
さ
れ
た
。

身
の
代
金
を
と
り
に
来
た
犯
人
を
四

十
人
で
囲
み
な
が
ら
、
警
察
は
と
り

逃
し
て
し
ま
っ
た
。
「
吉
展
ち
や
ん

事
件
」
に
つ
づ
く
大
失
態
に
あ
せ
っ

て
、
「
顛
見
知
り
の
犯
愆
と
い
う

方
針
を
一
変
し
、
近
く
の
都
落
、
に
集

中
的
な
見
込
捜
査
を
し
た
。
「
あ
ん

な
こ
と
を
す
る
の
は
よ
そ
者
(
都
落

民
)
に
ち
が
い
な
い
」
と
、
マ
ス
コ
ミ

も
、
警
察
も
、
偏
見
を
あ
お
っ
て

人
々
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

二
十
三
日
、
石
川
】
雄
さ
ん
か
、
全

く
さ
さ
い
な
別
件
で
逮
捕
さ
れ
た
。

無
奥
を
い
い
と
お
し
た
石
川
さ
ん
は

釈
放
と
同
時
に
警
察
内
で
再
逮
捕
さ

れ
、
拷
問
卆
甘
言
で
せ
め
ら
れ
、
つ
い

に
、
般
人
犯
人
に
デ
y
チ
上
げ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
他
に
一
時
逮
捕

さ
れ
た
二
人
も
都
薦
出
身
だ
っ
た
。

身
に
お
ぼ
え
の
な
い
ぬ
れ
き
ぬ
を

着
せ
ら
れ
た
石
川
さ
ん
は
、
一
毒
の

予
断
と
偏
見
の
死
刑
判
決
を
く
つ
返

す
た
め
、
獄
中
で
今
必
至
の
闘
い
を

つ
づ
け
て
い
る
。
人
を
人
と
思
わ
ぬ

部
落
差
別
を
断
じ
て
許
す
ま
い
と
。

(
部
落
解
放
同
盟
足
立
支
都

(
(
四
一

三
七
(
五
)

不
法
投

棄
目
撃
さ
れ
た
方
は

ご
連
絡
を

建
般
現
場
な
ど
か
ら
の
廃
棄
吻
(
セ

メ
ン
ト
・
土
砂
・
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
等
)

や
重
油
・
揮
発
油
な
ど
を
下
水
管
へ
捨

て
て
い
る
現
場
を
n
n
H
n
iれ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
れ
ら
の
物
か
下
水
管
に
流
れ
込
ひ

べ

瞥
か
つ
ま
っ
た
り
な
ど
、
付
近
の

住
民
の
方
々
が
大
き
な
迷
磨
兮
つ
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
発
見
さ
れ
た

方
隲

も
よ
り
の
下
水
遭
局
管
理
事
務

所
、
ま
た
は
警
察
署
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。▼

下
水
遭
局
北
部
第
一
曾
理
事
務
所
(

　
(
〇
二
-
四
六
二

こ
　

▼
下
水

道
局
北
都
第
二
宵
理
彫
務
所
(
　
九
〇

六
-
二
四
二
)

老
人
健
康
入
浴
デ
ー
は

中

止

内
各
浴
場
で
実
施
し
て
い
る
毎
月

十
五
日
の
「
老
人
健
康
人
俗
デ
ー
」は

石
油
孥
情
の
屬
化
に
よ
り
当
分
の
間
中

止
い
た
し
ま
す
。な
匐
、区
発
行
の
敬

老
入
浴
鈔
は
、今
ま
で
ど
う
り
利
用
で

き
ま
す
。

お
礼

次
の
か
た
が
た
か
ら
多
額

の
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。

(
敬
称
略
)

▽
健
全
の
家
へ
　
東
京
鉄
鋼
株
式
会
杜

▽
社
会
襴
祉
協
曦
会
へ
　
東
京
都
米
般

小
売
商
業
組
合
足
立
支
拠
ほ
か
四
十
(

件

工

事

予

定

次
の
と
お
り
工
事
を
行
な
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
工
事

の
完
成
は
、四
十
九
年
三
月
末
の
予
定
。

(
賢
材
不
足
の
た
め
遅
れ
る
見
込
)

路
面
補
修
工
事

綾
瀬
三
丁
目
二
九
～
東
綾
瀬
一
丁
目

二
九
番
先

鹿
浜
二
丁
目
一
丁

二
六
番
先

中
川
二
丁
目
一
五
上
一
三
番
先

道
路
拡
幅
工
事

大
谷
田
町
一
九
一
一
～
一
九
一
〇
番

地
先

災
害
復
旧
工
事

大
谷
田
一
丁
目
二
(
番
先

掘
削
道
路
復
旧
工
事

千
住
柳
町
一
～
千
住
寿
町
二
六
番
先

水
路
改
修
工
事

伊
具
町
本
町
ミ
ニ
(
=
T

三
二
(
七

番
地
先

中
川
一
丁
目
匸
ご～
九
番
先

側
溝
改
修
工
事

本
木
二
丁
目
三
～
九
番
先

たばこは区内で買いましょう

昨年度は
9喙6千万円
たばこ消費税

が区にはいり
ました

本年度はl 本に付76. 1錢が区にはいります

掲
示
板

■
1
6
ミ
リ
映
写
技
術

講
習
会

期
日
―
上
月
三
十
一
日
(
木
)
・
二

一

月
一
日
(
金
)
・
五
日
(
火
)
～
(

日
(
金
)

場
所
―
区
青
年
館

定
員
―
五
十
名

申
込
み
―
ー
月
二
十
一
日
(
月
)
か

ら
区
教
委
文
化
係
へ
・
竃
話
も
可
定
員

に
な
り
次
第
締
切
り

※
く
わ
し
く
は
、区
較
委
文
化
係
へ

■
大
ホ
ー
ル
貸
出
し

変

更

従
来
は
、
各
セ
ン
タ
ー
の
大
ホ
ー

ル
の
貸
出
し
の
受
付
け
は
二
か
月
前

か
ら
で
し
た
が
、
一
月
か
ら
は
、
六

か
月
前
か
ら
受
付
け
ま
す
。
く
わ
し

く
は
次
の
と
こ
う
へ
。

東
部
区
民
福
祉
セ
ン
ター

六
〇
五
-
七
一
〇
一

千
住
区
民
福
祉
セ
ン
ター

八
八
二
-
二
七
六
苙

西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー

(
九
七一

五
〇
一
六

■
高
齢
者
職
業
相
談

日
時
―
一
月
二
十
二
日
(
火
)

午
前
十
時
～
午
後
三
時

場
所
―
区
役
所
区
民
相
映
窒

対
象
―
お
も
に
六
十
歳
以
上
の
方

※
求
人
・
求
職
と
も
に
受
付
け
ま
す
　

お
気
軽
に
お
い
で
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
先
-
足
立
区
社
会
福
祉

・

協
議
会

　
(
(
(

一
一
五
五
〇

■
住
民
意
向
調
査
に

ご
協
力
を

都
で
は
、
一
月
下
旬
に
舎
人
・
古

一
千
谷
町
な
ど
十
七
町
に
お
住
ま
い
の

一
万
を
対
象
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
な
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
皆
さ
ん
が
お
住
ま
い
の

一
地
域
の
生
盾
環
境
や
ま
ち
づ
く
り
の

あ
り
万
な
ど
に
つ
い
て

、
ご
意
見
を

お
伺
い
す
る
も
の
で
す
。

一
調
査
を
お
願
い
す
る
方
に
は
、お

手
敵
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、よ
ろ
し
く
ご
協
力
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
区
域
―
舎
人
一
～
五
丁
目
、古

千
谷
一
～
五
丁
目
、
西
伊
興
町
、
東

伊
興
町
、
伊
具
町
(
本
町
・
前
沼
・

狭
間
・
五
庵
)
、
西
斯
井
四
丁
目

問
い
合
わ
せ
先
東
京
都
市
防
災
本

部
管
理
部
広
聴
課

　
二
二
一一

五

一
一
一
内
線
四
六
九
二

■
生
徒
募
集

●
都
立
足
立
高
等
保
母
学
院

募
集
人
員
　
一
部
…
百
名

二
部
…
五
十
名

受
験
資
格
　
高
等
学
校
を
卒
業
し
た

方
{
見
込
t
霤
む
}
ま
た
は
、痍

十
八
纎
以
上
で
児
童
福
祉
施
設
に

お
い
て
二
年
以
上
、
児
童
保
護
に

従
事
し
た
方

願
書
受
付
期
間
二
月
一
日
(
金
)

～
九
日
(
土
)

午
前
十
時
～
午

後
五
時

申
込
み
・
間
い
合
わ
せ
都
立
足
立

高
等
保
母
学
院
(
鳥
根
二
丁
目
こ

四
-
一
　
(
【

五一

四
七
〇

】)

※
受
験
料
・
入
学
金
・
授
業
料
な
ど

不
要

。

●
職
芸
訓
練
短
期
大
学

募
集
科
目
　
生
席
機
械
科
・
自
動
車

科
・
雉
子
科
・
室
内
造
形
科
・
金

衂
成
形
科
・
電
気
科
・
孀
桑
科
・

珮
塊
化
学
科

各
二
十
名

修
業
年
限

受
験
資
格
　
高
等
半
校
卒
業
者
(
見

込
み
者
を
含
む
)
お
よ
び
同
等
以

上
の
学
力
を
有
す
る
者
。

入
試
日
程
　
出
願
期
日
…
昭
和
四
十

九
年
二
月
上
旬
～
三
月
上
旬
、
賦

験
・・・
三
月
中
旬

合
格
発
表
・
止

月
下
旬

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
　
職
業
馴

練
短
期
大
学
校
開
般
準
備
室
(
小

平
市
小
川
西
町
二
二
六
〇

　
○

四
こ
三
一
四
一
一
三
三
三
一
)

そ
の
他
　
学
生
寮
完
備
・
育
成
賢
金
(

奨
学
金
)
制
度
あ
り
。

お
わ
び

昨
年
十
二
月
に
お

配
り
し
た
用
途
地
峨

地
区
図
の
う
ち
、
】郎
に
印
刷
も
れ

と
誤
植
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の

と
お
り
に
ご
紀
入
お
よ
ぴ
訂
正
く
だ

さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▽
色
別
凡
例
ら
ん
の
商
業
地
域
の
容

積
率
か
空
ら
ん
は
五
〇
〇

▽
裏
面
、用
途
地
域
内
の
建
物
用
途

制
限
表
の
中
で
住
居
地
域
の
車
庫

五
〇
平
方
缸
以
下
の
も
の
が
×
印

と
な
っ
て
い
る
の
は
○
印
の
誤
り

▽
容
積
率
の
脱
明
図
の
左
側
延
べ
面

積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
-
1
0

鉐
は
5
0茄
の
誤
り

■ 住民税・給与支払報告書の提出は1 月31日まで ■ 償却資産( 固定資産税) の申告は1月31日まで T・Y　208, 0
00


